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「時間外労働」に関する企業の意識調査の結果から 

 

◆残業時間削減に対する企業意識が上昇 

エン・ジャパン株式会社が運営する人事担当者向けの中途採用支援サイト「エン 人事のミカタ」上で、サイト

を利用している企業に対して行った「時間外労働（残業）」に関するアンケート調査（従業員数 50 名以上の企業

が対象）によると、今後の残業時間削減の対応について、「積極的に取り組む」と回答した企業が全体の 60％、「状

況を見て、取り組みを検討する」と回答した企業も含めると全体の約 9 割となり、残業時間削減に対する意識が上

昇していることがわかったそうです。 

 

◆ストレスチェック義務化も意識 

「積極的に取り組む」と回答した企業からは、その理由として、「メンタル面での不調者を出さないため」「社員

の健康維持、ワークワーフバランスのため」など、 12 月からのストレスチェック義務化を受けてか、『社員の健

康維持』を目的としたコメントが多く挙げられています。 

また、「業務効率を向上させ、生産性の高い企業体質に改善していきたい」など、『業務効率化』を挙げる企業も

多く見られました。 

一方、『残業代削減』を理由に挙げた企業は 43％と、昨年の 66％から大きくポイントを下げています。経費削

減を押し出すよりも、企業の体質改善という観点から時間外労働の短縮化を図ろうとする企業が増えているようで

す。 

 

◆管理職への教育と業務フローの見直しが効果的 

残業時間削減に取り組んでいる企業に「実施している取組み」や「実際に効果がある取組み」について質問した

ところ、実施している取組み、効果的な取組みのいずれも「管理職への教育（時間管理）」（実施：47％、効果的：

32％）、「業務分担やフローの見直し」（同 47％、27％）、「残業を事前申請させる」（同 43％、25％）が上位に並

んでいます。 

それぞれの実施と効果の乖離も気になるところですが、傾向としては、管理職に時間管理の意識付けを行ったう

えで、業務分担やフローを見直すことが効果的なようです。 

  

◆経費削減だけではない効果 

残業削減の必要性が叫ばれてから企業の意識も徐々に変わりつつあるようです。過重労働は、従業員のメンタル

ヘルスの問題に大きく関わってきますし、企業の生産性の低下にもつながります。 

そういった意味では、残業削減の効果は、単に経費削減だけでなく、様々な副次的な効果が期待できるものと言

えるでしょう。 


